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平成 31 年 2 月 13 日 

        平成 30 年度 会派「ひかり」管外視察報告書 

                                会派：ひかり 

 

１．視察月日：平成３１年１月２３日（水）～２４日（木） 

 

２．視察場所：①静岡県焼津市 

  及び課題  ○災害対策におけるドローンの活用について 

       ②神奈川県横須賀市 

        ○エンディングプランサポート事業について 

        

 

３．視察者：（会派）【 ひ か り 】西田 真・足田 仁司・青山 憲司 

         【豊岡市議会公明党】竹中 理・芦田 竹彦 

 

４．視察内容 

（１）静岡県焼津市 

 ○焼津市の概要 

 市 制：昭和２６年３月１日施行 

  人 口：１４０，１８９人（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

  世帯数：５６，６８２世帯 

  面 積：７０．３１ｋ㎡ 

財 政：（Ｈ30 年度当初予算） 

一般会計: ５０，６６３，０００千円 

特別会計: ３１，４９５，９００千円（９会計） 

       企業会計:  １９，０１３，２９２千円（２会計）支出分 

 

○市況の概要・・・防災部 地域防災課 川村課長 

 ・平成 20 年 11 月、旧大井川町と合併。人口１４７，０００人のまちとなる。 

 ・人口は平成２１年をピークに、現在は１４万人弱となる。この人口減少は、若い世代

の移住によるものと考えられる。 

 ・焼津市は、焼津港、小川港、市営港（大井川港）の３港を有する。 

 ・水産物、水産加工品などをふるさと納税の返礼品としている。 

 ・ふるさと納税は、２６億９，１００万円、１３１，０００件、１９０社、返礼品１，

８００品目を有している。 

 

◯焼津市議会の概要・・・焼津市議会事務局 松永主査 

 ・別冊「焼津市議会概要」参照 

 

◯ドローンを活用した災害対策について・・・防災部 地域防災課 鳥澤主事 

 《ドローン導入の経緯》 

  ・平成２７年７月９日、花沢地区での土砂災害発生 

  ・この状況において、地元の自治会長からドローンの導入の提案があった 

  ・市長は、災害対策本部機能の強化、災害情報の「見える化」の推進を目的に導入 

 

焼津市防災部の皆さんとドローン 
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  ・平成２７年１１月、２名操作が可能な大型機（インスパイア１）を導入 

  ・平成２８年３月、ＤＪＩ社より１機（ファントム３ＰＲＯ）の寄贈を受けて３機体 

制となる。 

  ・危機管理部に各部局の職員を加えて１５名体制の「防災航空隊（ブルーシーガルズ）」 

を発足。 

 

 《防災航空隊の組織》 

              隊の総括責任者 

 

 

               隊長の補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    教育・訓練・機体管理の責任者 

    操縦者の検定者 

 

 《防災航空隊の編成》              平常時活用が考えられる部局 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊広報・観光・農政・港湾・道路・河川など 

   の担当課より選出を検討 

 

 《操縦士資格等について》 

  ・講習団体と管理団体 

   ドローン操縦者に講習会の受講を促し、操縦技能の底上げを図ることを目的に導入 

された国交省の制度 

   ●講習団体…管理団体の教育方針のもと、講習を実施する。講習後、検定を実施し、 

修了者に対して技能認証・資格発行の手続きを行う。 

   ●管理団体…講習団体の指導監督を行う。また、教材提供や定期的な監査を実施す 

る。 

【隊長】防災部長 

【副隊長】地域防災課長 

【第１小隊長】 

防災対策担当主幹 

【インストラクタ―】

（第２小隊長兼任） 

ｄｊｃＣＡＭＰ 

ＩＮＳＴＲＵＣＴＯＲ  

第１小隊 防災部 ５名 

第２小隊 その他部局 ７名 

（道路・河川・広報・農政など 

平時での活用が検討される部局） 

防災部 防災航空隊 

企画担当部局 

水産担当部局 

経済担当部局 

土木担当部局 
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  ・資格取得方法 

   ●講習団体の講習、または独自で１０時間の飛行経験を積み、講習団体が実施する 

検定を修了すると取得できる。 

 

《機体の概要》 

 

《ドローンの運用連携に関する協定》 

 ・焼津市とＤＪＩＪＡＰＡＮ㈱及び㈱アルマダスにおいてドローンの有用性を広く周知 

するとともに、防災体制の充実や、交流人口の増加など、焼津市の発展に寄与するこ 

とを目的に締結 

 

《捜索・救助活動に運用している「マトリス２１０」の機体特性》 

 ●赤外線カメラの搭載 

 ●高倍率ズームカメラの搭載 

 ●機体上部にカメラを装着 

 ●防滴・防塵構造で雨天時の飛行が可能 

 ●２つのカメラを同時装着 

 ●大容量バッテリーの装着が可能 

 ●有人機や無人機の接近を知らせるセンサーを搭載 

 

《経費》 

 【本体以外の付属品】…約２０万円～３０万円 

  充電器、予備バッテリー、ケース、タブレット、風速計、電磁波測定器など 

 【メンテナンス費用（４機）】…約２０万円 

  機体の保守点検、機体保険など 

 ＊ドローンの墜落などによる対人、対物保険は、市が加入している「全国市長会」保険 

を適用 

機体名 ファントム３ 

プロフェッショナル 
インスパイア１ インスパイア２ マトリス２１０ 

重 量 約 1.3 ㎏ 約 3.1 ㎏ 約 3.9 ㎏ 約 5.6 ㎏ 
最大飛行時間 約 23 分 約 18 分 約 25 分 約 38 分 

最大飛行距離・高度 2ｋｍ・6ｋｍ 2ｋｍ・4.5ｋｍ 4ｋｍ・5ｋｍ 4ｋｍ・3ｋｍ 
撮影画質 ４Ｋ ４Ｋ 5.2Ｋ 5.2Ｋ/フルＨＤ 

操作員 1 名 2 名（機体操作・撮影） 2 名（機体操作・撮影） 2 名（機体操作・撮影） 
価 格 約 20 万円 約 45 万円 約 75 万円 約 500 万円 

 

 

 

 

特 徴 

・小型で携行性 

に優れる 

・機体準備が容   

 易 

・多くの場面で

使用され、ユ

ーザーも多い 

・訓練用に使用 

・YouTube 中継 

・機体操作とカメラ

の別操作が可能 

・360 度旋回カメラ 

・映画等の映像撮影

向き 

・YouTube 中継 

・障害物センサー 

・パイロット専用カ

メラ 

・バッテリー発熱機

能 

・目標物認識機能 

・自動追尾機能 

・YouTube 中継 

・障害物センサー 

・防滴、防塵機能 

（雨天飛行可能） 

・赤外線カメラ搭載 

・機体上部へのカメ

ラ装着が可能 

・YouTube 中継 
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《改正航空法の概要》 

① 飛行禁止空域 

   空港周辺・１５０ｍ以上の上空・人家の密集地域 

② 飛行の方法 

日中での飛行・目視の範囲内・距離の確保（３０ｍ以内）・危険物輸送の禁止・物件

投下の禁止・催し場所での飛行禁止 

  ＊これらによらない飛行を行う場合は、飛行１０日前までに国土交通大臣の許可が必要 

 

《災害時のドローンの運用》 

 地方公共団体またはこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索・救助・調 

査のために無人飛行機を飛行させる場合は、航空法第１３２条（飛行の禁止空域）お

よび第１３２条の２（飛行の方法）の規定が適用されない 

 

《消防防災センターの機能》 

 消防署と市の防災部局を同一建屋に配置して日頃からの情報連携をとり、対応機能や能 

力強化を図っている 

 

《ドローン活用事例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《運用における課題》 

 【機材面】 

  ・機材製品の開発スピードが早く、サイクルが２～３年 

  ・バッテリー形状が異なり、機体間での共用が不可能 

  ・悪天候下での飛行が困難 

  ・軽微な点検等を行える知識が必要など 

 【運用面】 

  ・操縦士体制・操縦士の確立、育成時間が確保できない 

  ・人事異動による操縦士育成と変更 

  ・災害時の有人機と無人機の空域管理 

  ・防災以外のニーズが増加 

防災・消防（警察） ・災害現場の調査、被災状況の確認 

・防災訓練や水防演習、消防との合同訓練 

・消防活動（要救助者検索、活動状況把握） 

道路・河川 ・道路、河川、離岸堤、橋梁などの状況調査 

・海岸の堆積物や浸食状況調査 

資産管理 ・施設損耗確認やレイアウト検討 

（公共施設マネジメント） 

農政 ・農道管理、土砂崩落確認 

・獣害対策、鳥獣生息状況調査 

観光・広報 ・プロモーション用動画撮影 

・広報誌用画像撮影 

・海水浴場の沖合サメ監視 
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  ・日進月歩の産業であるため、情報収集が不可欠など 

【Ｑ＆Ａ】 

 Ｑ：操縦士の年齢層は 

 Ａ：若い層が多い。２０歳代～４０歳代までの各世代４～５人の一般職員で編成している 

 Ｑ：飛行上のデメリットは 

 Ａ：天候に左右されること。災害時は、天候が悪く、ドローンの飛行に制約がかかる。 

地上風速は８ｍ／ｓまで飛行可能 

 Ｑ：災害時の航空隊の呼び出しのシステムは 

 Ａ：災害時の呼び出しは個別に規定はしていない。体制は、２０名までとし、隊員の選出

は各部の部長による推薦による。憶病な人、慎重な人がふさわしい。 

 Ｑ：機体は日進月歩と言われたが、どのような点か 

 Ａ：バッテリーの容量が２５分程度で、機体によってバッテリーが違い、互換性がない。 

 Ｑ：台風時に運用することは無理か 

Ａ：風速によるが、むずかしい 

Ｑ：機体の耐用年数は 

Ａ：明確には不明。立地条件や使用の環境による。モデルの更新サイクルが早く、２～３

年でマイナーチェンジする。産業用は５～８年サイクル 

 

【感 想】 

 ・豊岡市のように、広大な面積を要する自治体におけるドローンの活用は、その活用事

例からも大変有効と考える。災害対応にとどまらず、日常業務においても、農政や建

設、土木、福祉、観光の分野まで幅広い運用で市民サービスに寄与できることがうか

がえる 

 ・機体の選定や技術面ではまだまだ、発展途上にあり課題は多くあるが、運用しながら

改善を繰り返すことも、活用の範囲を広げるために一定の負担はやむを得ないものと

考える 

 ・導入にあたっては、安全面を考慮した飛行技術の習得や市民への理解活動も必要と考

えられる 

 ・視察当日は、相当の風速があったが職員による模擬飛行を視察し、ドローンの真価を

確認できた。豊岡市においても導入に向けた検討を期待したい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ドローン（インスパイア 2）の模擬飛行 ドローン模擬操作のようす 
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（２）神奈川県横須賀市 

 ○横須賀市の概要 

 市 制：明治４０年２月１５日施行（中核市移行：平成１３年４月１日） 

  人 口：３９７，７３６人（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

  世帯数：１６６，８６９世帯 

  面 積：１００．８２ｋ㎡ 

財 政：（Ｈ30 年度当初予算） 

一般会計: １５５，４４０，０００千円 

特別会計: １１５，１２１，０００千円（ ６会計） 

       企業会計:   ４６，７４５，０００千円（ ３会計） 

 

○市議会の概要…井手之上議会事務局長 

 ・市域面積１００ｋ㎡、人口約４０万人 

 ・議員定数４１名（４月統一地方選挙で４０名に減） 

 ・横須賀基地の環境もあり、４３万人をピークに人口減少先進都市化してきている 

 ・議会として、通年議会やタブレット端末の導入等、議会改革に取り組んでいる 

 

 ◯エンディングプランサポート事業について…福祉部次長 自立支援担当 北見課長 

 ・横須賀市の高齢化率は、約３０％。約１２万人の高齢者のうち、２０１５年一人暮らし

高齢者は１万人を超えた。→高齢化よりもひとり暮らしが問題 

 ・高齢者の一人暮らし世帯のうち、約２０％が危険な世帯、その内４０％が長高齢者の一

人暮らし世帯、うち６０％が倒れていてもわからない危険な世帯と言われている（町内

会長の話） 

 ・死後、引き取り手のない遺骨は全国で一番多いのは大阪（平成１８年で１，８６０柱、

平成２７年度２，９９９柱。死亡者に占める割合は約１０％）で、横須賀市は、平成２

２年度４３柱、平成２６年度で６０柱、平成２７年度３５柱となっている。（死亡者に

占める割合は約１％） 

 ・大阪では、９９％は身元が判明している。３万人／年の死亡者のうち３，０００人が引

き取り手がないご遺骨で、火葬に約９億円が必要とされている。引き取り手のないご遺

体は、自治体で火葬することとなっている。（墓地埋葬法） 

 ・市内では、３世代同居の世帯はほとんどない。大学生の聞き取りでは親族等の葬儀に出

席したことのない学生が多い。祖父母が健在ということもある。 

 ・１９９５年頃から、引き取り手のない身元不明のご遺体が増えてきた。その頃から３人

／世帯を割り込み始めた。 

 《エンディングサポート事業》 

 【動機】 

お一人暮らし高齢者が亡くなられたとき、遺書に「身元引受者がいないので１５万円

の予算で無縁仏として埋葬してほしい」との記載があったのを職員が確認し、こうした

方の生前意思を生かせる施策が必要と考えたもの 

 【対象者】 

   （低所得・低資産・親族の３要件） 

  ・月収入：１８万円まで（生活保護基準×１．３＋障害者加算平均 

  ・資 産：要保護者向けリバースモゲージに準拠固定資産評価額５００万円まで 
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  ・親 族：頼れる人がいない 

 【事業概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊自治体は、地方自治法により、本人から生前契約費用を預かれないので、葬儀社に予

納する方式とする。 

 

《わたしの終活登録事業》 

 【エンディングサポート事業の補完事業】 

 ・元気なうちに安心につながる終活情報を市に登録（市民全員対象）無料登録可能 

 ・登録項目 

① 本籍・筆頭者 

② 緊急連絡先 

③ 支援事業所、終活サークルなど 

④ 医師、薬、アレルギー 

⑤ リビングウィルの保管場所 

⑥ エンディングノートの保管場所 

⑦ 臓器提供に関する意思表示 

⑧ 葬儀・納骨・遺品整理の生前契約 

⑨ 遺言書の保管先 

⑩ お墓の所在地 

⑪ その他（自由登録事項） 

２つの事業のまとめ 

① エンディングサポート事業 ② わたしの終活登録 

平成２７年度事業開始 平成３０年度事業開始 

誰もが基本的葬送を選べる 誰もが自己実現的葬送を選べる 

最低額で葬儀・納骨の生前契約を見守

り、見届ける 

無料で終活情報をお預かりし、万一の時

にお伝えする 

・ゆとりのない一人暮らしに限定 

・所得・資産の制限 

・身寄りがないことが前提 

・所得、資産の制限、親族有無の制限な

どは一切不要 

・終活情報だけを登録して、いざという

ときに必要な人に伝える 

登録申請同意書 生前契約予納 
本人 

・相談訪問 

・希望聴取 

・協力する葬儀社の情報提供 

・死亡届出人や葬祭執行者の確保協力 

・生前の安否確認、孤立死防止など 

＊最低費用で 

（＊生活保護基準と最低納骨費＝２

５万円） 

・死後事務委任契約を締結 

・死後、契約を履行（納骨まで） 

市役所 葬儀社 
支援 履行 

契約履行

見届け 

見守り 

協力・届

出書提

出、守秘 
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同一価値実現の福祉プラン 多元価値実現の自律プラン 

【事業予算】 

 エンディングプランサポート事業 わたしの終活登録事業 引 取 手 の

な い 遺 骨

( 決 算 数

値) 

平成２７年７月開始 平成３０年５月開始 

予算 相談

件数 

登録

件数 

プラン実施

（死亡） 

予算 相談

件数 

登録

件数 

プラン実施

（死亡等） 

２６年度 － － － － － － － － ６０ 

２７年度 ２２ 107 ５ １ － － － － ３５ 

２８年度 103 124 ９ １ － － － － ２４ 

２９年度 103 102 １２ ２ － － － － ５１ 

３０年度

（１２月

末現在） 

103 ２５ １２ ４ ７０ 373 ８３ １ 未集計 

合 計 － 358 ３７ ８ － 373 ８３ １ － 

 

【課題】 

 ・緊急時の連絡先の把握 

 ・誰が、誰を支援するかを日常から決めておく必要がある 

 ・一人暮らしの支援をするためにはハブ機能が必要。情報の連携と役割の明確化 

 ・サポート事業、終活登録事業の市民への周知活動 

 

【Ｑ＆Ａ】 

 Ｑ：①横須賀市の取組み 2 事業は、先進的事例か？普及状況はどうか？ 

②25 万円の根拠は？ 

③市役所で葬儀、火葬、合葬墓埋葬後に引き取り手が申し出された場合の手続きは？ 

   ④登録件数の見込みは？ 

Ａ：①横須賀市が国内初の取組み。他の自治体の取組みは承知していない。 

    兵庫県高砂市、神奈川県大和市は葬儀社へのあっせん事業をしている。 

    千葉市の事業は、イオンに丸投げ。 

    鎌倉市は金持ちが多く、エンディングサポート事業はしないが、終活登録事業は有

効と評価されている。 

   ②20 万 6 千円が生活保護基準。残額の約 5 万円は、合葬墓への納骨費用。 

   ③1 年間は市役所にて一時安置保管する。その期間、親族と引取の交渉をする。年間

２～３体は引取がある。 

   ④エンディングサポート事業は、５０～６０件／年を目標にしている。わたしの終活

事業は、空き家対策にも連携しているので大変有効な事業と考えている。 

 Ｑ：職員の体制は 

 Ａ：２名体制。エンディングサポート事業は登録が少ない。わたしの終活登録事業は申請

のみで、業務としてはそれほど繁忙ではない。 

 Ｑ：世帯に環境変化が生じた場合の取り扱いは 

 Ａ：その都度変更が必要。地域（自治会長・民生委員など）にも５回程度／月、北見氏が

出向いて講座（土・日）を開いている。 

 Ｑ：費用対効果は、体制が 2 名は少ないのではないか 

 Ａ：費用は紙代と出張費用程度。人的体制は充実したいが難しい。豊岡市程度であれば、
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専従 1 名、兼務１名程度で可能ではないか。 

【感 想】 

 ・従来の高齢者福祉を超えた、本人が死後の安心福祉サービス事業に画期的な印象をも

った。お一人暮らしで身寄りのない市民へのサービスとしては、本人の人間としての

尊厳と安心に繋がるものであり、参考にすべき事業と感じた。 

 ・高齢化が一段と加速する豊岡市においても、行政と地域（自治会長、民生委員など）

や事業者（社協、葬儀社など）が密接に連携を取って、高齢者の安心な生活を補完す

る取組の必要性を感じた。 

 ・高齢者のお一人暮らし世帯を減らすための行政支援策も検討する時期に来ていると考

える。（３世代世帯に対する支援策など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－以上－ 

 

北見課長による事業の説明 

 

説明を受ける視察メンバー 


